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�愛媛県条例第１９号
職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の職員の特殊勤務手当等に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和５年５月８日からこの条例の施行の日の前日
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改 正 後 改 正 前

附 則

（特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例）

１８ 第５条に定めるもののほか、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤

務手当は、職員が特定新型インフルエンザ等（新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２条第１号に規定

する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る

同法第１５条第１項に規定する政府対策本部が設置されたもの（人

事委員会が定めるものに限る。）をいう。）から県民の生命及び

健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて人事委員

会が定めるものに従事したときに支給する。この場合において

は、第５条に規定する手当は、支給しない。

１９ 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給

してはならない。

� 次号に掲げる作業以外の作業 作業１日につき １，５００円

� 緊急に行われた措置に係る作業であつて、心身に著しい負担

を与えると人事委員会が認めるもの

作業１日

につき ４，０００円

附 則

（新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例）

１８ 第５条に定めるもののほか、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤

務手当は、職員が新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること

が新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同

じ。） から県民の生命及び

健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて人事委員

会が定めるものに従事したときに支給する。この場合において

は、同条 に規定する手当は、支給しない。

１９ 前項に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて支給

してはならない。

� 次号に掲げる作業以外の作業 作業１日につき ３，０００円

� 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者

の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う

作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業 作業１日

につき ４，０００円
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までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第１８項の作業に該当することとなるものに従事した場合につ

いても適用する。

（伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払）

３ 令和５年５月８日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の特殊勤務手当等に関する条例第６条の規定により支給された伝染病

防疫作業従事職員の特殊勤務手当のうち、新条例附則第１８項の作業に係るものは、同項の規定による伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務

手当の内払とみなす。

�愛媛県条例第２０号
会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この条例は、令和５年１１月１日から施行する。

２ 改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例第２０条第２項の規定は、この条例の施行の日以後を計算期間とする給与（期末手当を

除く。以下同じ。）の支給について適用し、同日前までを計算期間とする給与の支給については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与の支給）

第２０条 省略

２ 給与は、毎月１回、その計算期間内 の人事委員会規則で定

める日に、当該計算期間に係る全額を支給する。ただし、第１号

会計年度任用職員の基本報酬（月額で定められたものを除く。）

並びに特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手

当及び日直手当に相当する報酬並びに第２号会計年度任用職員の

特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当及び

日直手当は、毎月１回、その計算期間の翌月の人事委員会規則で

定める日に、当該計算期間に係る全額を支給する。

３ 省略

（給与の支給）

第２０条 省略

２ 給与は、毎月１回、その計算期間の翌月の人事委員会規則で定

める日に、当該計算期間に係る全額を支給する。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。次項及び第３項において

同じ。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自

動車税の環境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。次項及び第３項において

同じ。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自

動車税の環境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの
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� 省略

� エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転

換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５１条第１号

イに規定するエネルギー消費効率（以下自動車税について

「エネルギー消費効率」という。）が同法第１４９条第１項

の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者

等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規

則で定めるエネルギー消費効率（以下自動車税について

「基準エネルギー消費効率」という。）であつて令和１２年

度以降の各年度において適用されるべきものとして定めら

れたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項において

「令和１２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００

分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が３．５ト

ン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税

法施行規則で定めるもの

�・� 省略

エ 車両総重量が３．５トン以下のバス のうち、次のいずれ

にも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５

を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が ３．５トン以下の トラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

令和４年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この項、次項及び第４項において

「令和４年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００

分の９５を乗じて得た数値（車両総重量が２．５トン以下のト

ラックにあつては、令和４年度基準エネルギー消費効率）

以上であること。

カ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下の トラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転

換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５１条第１号

イに規定するエネルギー消費効率（以下自動車税について

「エネルギー消費効率」という。）が同法第１４９条第１項

の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者

等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規

則で定めるエネルギー消費効率（以下自動車税について

「基準エネルギー消費効率」という。）であつて令和１２年

度以降の各年度において適用されるべきものとして定めら

れたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項において

「令和１２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００

分の６５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が２．５ト

ン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税

法施行規則で定めるもの

�・� 省略

エ 車両総重量が２．５トン以下のトラックのうち、次のいずれ

にも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成２７年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項

において「平成２７年度基準エネルギー消費効率」とい

う。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０

を乗じて得た数値

以上であること。

カ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの
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� 省略

� エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効

率 以上であること。

� 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ 車両総重量が３．５トン以下のバスのうち、次のいずれにも

該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

エ 車両総重量が３．５トン以下のバスのうち、次のいずれにも

該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下の トラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の６５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の６５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効
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率に１００分の９５ を乗じて得た数値以上であること。

カ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下の トラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効

率 以上であること。

キ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条第１項の規定により平成２８年１０

月１日（車両総重量が３．５トンを超え７．５トン以下のもの

にあつては、平成３０年１０月１日）以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行

規則で定めるもの（次項第３号オ�において「平成２８年

軽油重量車基準」という。）に適合すること。

ｂ 道路運送車両法第４１条第１項の規定により平成２１年１０

月１日（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平

成２２年１０月１日）以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるも

の（以下この号及び次項第３号オ�において「平成２１年

軽油重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に

定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超え

ないこと。

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成２７年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（次項及び第５項において「平成２７年度

基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１１０を乗じ

て得た数値以上であること。

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの

を除く。）に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、１００

分の２とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

�～� 省略

イ 自家用の乗用車 のうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０ を乗じて得た数値以上であること。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ 車両総重量が ３．５トン以下のバス

のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条第１項の規定により平成２８年１０

月１日（車両総重量が３．５トンを超え７．５トン以下のもの

にあつては、平成３０年１０月１日）以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行

規則で定めるもの（次項第３号エ�において「平成２８年

軽油重量車基準」という。）に適合すること。

ｂ 道路運送車両法第４１条第１項の規定により平成２１年１０

月１日（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平

成２２年１０月１日）以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるも

の（以下この号及び次項第３号エ�において「平成２１年

軽油重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に

定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超え

ないこと。

� エネルギー消費効率が

平成２７年度

基準エネルギー消費効率に１００分の１０５ を乗じ

て得た数値以上であること。

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの

を除く。）に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、１００

分の２とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

�～� 省略

イ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。



愛 媛 県 報令和５年７月１４日 第４２５号外１

６

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率 以上であること。

エ 車両総重量が２．５トン以下のトラックのうち、次のいずれ

にも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効

率に１００分の９５を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下の トラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効

率に１００分の９５ を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる石油ガス自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の６０を乗じて得た数値以上であること。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

�～� 省略

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車（乗用車に限る。）のうち、次のいずれにも

該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の６０を乗じて得た数値以上であること。

ウ エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率

以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

�～� 省略
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イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 平成３０年軽油軽中量車基準又は平成２１年軽油軽中量車基

準に適合すること。

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ 車両総重量が３．５トン以下のバスのうち、次のいずれにも

該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下の トラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効

率に１００分の９５ を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

３ 省略

４ 第１項（第１号ア、イ及びオに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号ア、イ及びエに係る部分に限る。）の規定は、令和１２年

度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規

則で定める方法並びに令和４年度基準エネルギー消費効率及び令

和２年度基準エネルギー消費効率

を算定する方法として同省令で定める方法によりエネル

ギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成２２年度基準

エネルギー消費効率（基準エネルギー消費効率であつて、平成２２

年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められた

ものをいう。）を算定する方法として同省令で定める方法により

エネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率 以上であること。

３ 省略

４ 第１項（第１号アからエまでに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号ア及びイ に係る部分に限る。）の規定は、令和１２年

度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規

則で定める方法並びに 令

和２年度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネルギー

消費効率を算定する方法として同省令で定める方法によりエネル

ギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成２２年度基準

エネルギー消費効率（基準エネルギー消費効率であつて、平成２２

年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められた

ものをいう。）を算定する方法として同省令で定める方法により

エネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

第１項

第１号

ア�

省略 第１項

第１号

ア�

省略

以下この項、次項、第４

項及び第５項に お い て

「令和１２年度基準エネル

ギ ー 消 費 効 率」と い

う。）に１００分の７０

以下この号及び次項第１

号において「平成２２年度

基準エネルギー消費効

率」という。）に１００分の

１５１

以下この項、次項、第４

項及び第５項に お い て

「令和１２年度基準エネル

ギ ー 消 費 効 率」と い

う。）に１００分の６５

以下この号及び次項第１

号において「平成２２年度

基準エネルギー消費効

率」という。）に１００分の

１４１

省略 省略

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１７３

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１６２
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第１項

第１号

イ�

省略 第１項

第１号

イ�及

びウ�

省略

第１項

第１号

オ�

令和４年度基準エネルギ

ー消費効率）

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１５５

を乗じて得た数値）

第１項

第１号

エ�

基準エネルギー消費効率

であつて平成２７年度以降

の各年度において適用さ

れるべきものとして定め

られたもの（以 下 こ の

項、次項、第４項及び第

５項において「平成２７年

度基準エネルギー消費効

率」という。）に１００分の

１２０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１５０

省略 省略

第２項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１５１

第２項

第１号

イ�

平成２７年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１５

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１４４

第２項

第１号

イ�

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１５０

を乗じて得た数値

第２項

第１号

エ�

令和４年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の９５

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１４７

５ 第１項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３号ア及びイに係る

部分に限る。）及び第２項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３

号ア及びイに係る部分に限る。）の規定は、令和１２年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規則で定める

方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつ

て、令和２年度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として同省令で定める方法により

エネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

５ 第１項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３号ア及びイに係る

部分に限る。）及び第２項（第１号ア 、第２号及び 第３

号ア に係る部分に限る。）の規定は、令和１２年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規則で定める

方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつ

て、令和２年度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として同省令で定める方法により

エネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

第１項

第１号

ア�

省略 第１項

第１号

ア�

省略

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の１０２

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の６５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の９４

省略 省略

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０９

第１項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第１項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の９４

第１項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０９
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第２条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第１項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の９４

第１項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０９

第２項

第１号

ア�

省略 第２項

第１号

ア�、

第２号

イ及び

第３号

ア�

省略

第２項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８７

第２項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８７

第２項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

附 則

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家

屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第６条の１８第１

項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項ただ

し書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１

日から令和６年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項た

だし書中「６月」とあるのは、「１年」とする。

附 則

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家

屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第６条の１７第１

項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項ただ

し書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１

日から令和６年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項た

だし書中「６月」とあるのは、「１年」とする。

改 正 後 改 正 前

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項か

ら第４項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第３項にお

いて同じ。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課す

る自動車税の環境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項又

は第３項 において準用する場合を含む。次項及び第３項にお

いて同じ。）の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課す

る自動車税の環境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの
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� 省略

� エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転

換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５１条第１号

イに規定するエネルギー消費効率（以下自動車税について

「エネルギー消費効率」という。）が同法第１４９条第１項

の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者

等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規

則で定めるエネルギー消費効率（以下自動車税について

「基準エネルギー消費効率」という。）であつて令和１２年

度以降の各年度において適用されるべきものとして定めら

れたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項において

「令和１２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００

分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ～カ 省略

� 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ～カ 省略

キ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

� 省略

� エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転

換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５１条第１号

イに規定するエネルギー消費効率（以下自動車税について

「エネルギー消費効率」という。）が同法第１４９条第１項

の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者

等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施行規

則で定めるエネルギー消費効率（以下自動車税について

「基準エネルギー消費効率」という。）であつて令和１２年

度以降の各年度において適用されるべきものとして定めら

れたもの（以下この項、次項、第４項及び第５項において

「令和１２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００

分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ～カ 省略

� 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の８０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ～カ 省略

キ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、



愛 媛 県 報令和５年７月１４日 第４２５号外１

１１

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 省略

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

令和７年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（次項及び第６項において「令和７年度

基準エネルギー消費効率」という。）

以上であること。

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項から第

６項までにおいて準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける

ものを除く。）に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、

１００分の２とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ～オ 省略

� 次に掲げる石油ガス自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７５を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ・エ 省略

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 省略

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成２７年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（次項及び第５項において「平成２７年度

基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１１０を乗じ

て得た数値以上であること。

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項又は第

５項 において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける

ものを除く。）に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、

１００分の２とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の６０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ～オ 省略

� 次に掲げる石油ガス自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の６０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

� 次に掲げる軽油自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の６０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の７０を乗じて得た数値以上であること。

� 省略

ウ・エ 省略
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オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 省略

� エネルギー消費効率が令和７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の９５ を乗じて得た数値以上であること。

３ 法第１４９条第１項及び前２項（これらの規定を次項から第６項

までにおいて準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける自動

車以外の自動車に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、

１００分の３とする。

４ 第１項（第１号ア、イ及びオに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号ア、イ及びエに係る部分に限る。）の規定は、令和１２年

度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規

則で定める方法並びに令和４年度基準エネルギー消費効率及び令

和２年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同省令で

定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車で

あつて、平成２２年度基準エネルギー消費効率（基準エネルギー消

費効率であつて、平成２２年度以降の各年度において適用されるべ

きものとして定められたものをいう。）を算定する方法として同

省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 省略

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

３ 法第１４９条第１項及び前２項（これらの規定を次項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける自動

車以外の自動車に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、

１００分の３とする。

４ 第１項（第１号ア、イ及びオに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号ア、イ及びエに係る部分に限る。）の規定は、令和１２年

度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規

則で定める方法並びに令和４年度基準エネルギー消費効率及び令

和２年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同省令で

定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車で

あつて、平成２２年度基準エネルギー消費効率（基準エネルギー消

費効率であつて、平成２２年度以降の各年度において適用されるべ

きものとして定められたものをいう。）を算定する方法として同

省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

第１項

第１号

ア�

省略 第１項

第１号

ア�

省略

以下この項、次項、第４

項及び第５項に お い て

「令和１２年度基準エネル

ギ ー 消 費 効 率」と い

う。）に１００分の８０

以下この号及び次項第１

号において「平成２２年度

基準エネルギー消費効

率」という。）に１００分の

１７３

以下この項、次項、第４

項及び第５項に お い て

「令和１２年度基準エネル

ギ ー 消 費 効 率」と い

う。）に１００分の７０

以下この号及び次項第１

号において「平成２２年度

基準エネルギー消費効

率」という。）に１００分の

１５１

省略 省略

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８５

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１８４

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１７３

省略 省略

第２項

第１号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１５１

第２項

第１号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１３０

省略 省略

第２項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１６２

第２項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

平成２２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１５１

省略 省略

５ 第１項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３号ア及びイに係る

部分に限る。）及び第２項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３

号ア及びイに係る部分に限る。）の規定は、令和１２年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規則で定める

方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつ

て、令和２年度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネ

ルギー消費効率（基準エネルギー消費効率であつて、平成２７年度

以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの

をいう。次項において同じ。）を算定する方法として同省令で定

５ 第１項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３号ア及びイに係る

部分に限る。）及び第２項（第１号ア及びイ、第２号並びに第３

号ア及びイに係る部分に限る。）の規定は、令和１２年度基準エネ

ルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規則で定める

方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつ

て、令和２年度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネ

ルギー消費効率

を算定する方法として同省令で定
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める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。

める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。

第１項

第１号

ア�

省略 第１項

第１号

ア�

省略

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の１１６

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）

に１００分の１０２

省略 省略

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１２３

第１項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第１項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１２３

第１項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第１項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第１項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１２３

第１項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１１６

第２項

第１号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第１号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８７

第２項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０９

第２項

第１号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第２号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８７

第２項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０９

第２項

第２号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

第２項

第３号

ア�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の６０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の８７

第２項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７５

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０９

第２項

第３号

イ�

令和１２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の７０

令和２年度基準エネルギ

ー消費効率に１００分の１０２

６ 第１項（第３号キに係る部分に限る。）及び第２項（第３号オ

に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度基準エネルギー消費

効率を算定する方法として地方税法施行規則で定める方法により

エネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成２７年

度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同省令で定める

方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて準用

する。この場合において、第１項第３号キ�中「令和７年度以

降」とあるのは「平成２７年度以降」と、「次項及び第６項」とあ
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例附則第１９条の４の改正規定 公布の日

� 第２条及び附則第３項の規定 令和７年４月１日

（自動車税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第４２条の４の規定は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課す

べき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例

による。

３ 第２条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第４２条の４及び附則第２２条の９の規定は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行

の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車

税の環境性能割については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２２号
愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

るのは「次項第３号オ�」と、「令和７年度基準エネルギー消

費効率」という。）」とあるのは「平成２７年度基準エネルギー消

費効率」という。）に１００分の１１０を乗じて得た数値」と、第２項

第３号オ�中「令和７年度基準エネルギー消費効率に１００分の

９５」とあるのは「平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分の

１０５」と読み替えるものとする。

附 則

（自動車税の環境性能割の非課税に係る路線）

第２２条の８ 法附則第１２条の２の１０ の条例で定める路線は、

次の各号のいずれにも該当する路線とする。

�・� 省略

（自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２２条の９ 営業用の自動車に対する第４２条の４第１項及び第２項

（これらの規定を同条第４項から第６項までにおいて準用する場

合を含む。）並びに同条第３項の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附 則

（自動車税の環境性能割の非課税に係る路線）

第２２条の８ 法附則第１２条の２の１０第１項の条例で定める路線は、

次の各号のいずれにも該当する路線とする。

�・� 省略

（自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２２条の９ 営業用の自動車に対する第４２条の４第１項及び第２項

（これらの規定を同条第４項又は第５項 において準用する場

合を含む。）並びに同条第３項の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１項（第４項から第６項までに

おいて準用する場合を含む。）

省略 第１項（第４項又は第５項 に

おいて準用する場合を含む。）

省略

第２項（第４項から第６項までに

おいて準用する場合を含む。）

省略 第２項（第４項又は第５項 に

おいて準用する場合を含む。）

省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進

計画に記載された同法第９条の２第２項第１号に規定する計画区

域（以下「計画区域」という。）内において、当該認定産業振興

促進計画に記載された同項第４号の計画期間（以下「計画期間」

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進

計画に記載された同法第９条の２第２項第１号に規定する計画区

域（以下「計画区域」という。）内において、当該認定産業振興

促進計画に記載された同項第４号の計画期間（以下「計画期間」
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（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

という。）の初日から令和７年３月３１日までの期間（当該計画期

間の末日が同月３１日前である場合にあつては当該計画期間、当該

地区が同日前に半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた

場合にあつては当該計画期間の初日からその該当しないこととな

つた日までの期間、同月３１日前に同法第９条の７第１項の規定に

より当該認定産業振興促進計画に係る同法第９条の５第１項に規

定する認定が取り消された場合にあつては当該計画期間の初日か

らその取り消された日までの期間）（以下「指定期間」とい

う。）内に、半島振興法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６号）第

１条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」とい

う。）を新設し、又は増設した者に課する事業税で、次の第１号

から第３号までに掲げる年又は事業年度に係る所得金額のうち当

該新設し、又は増設した特別償却設備に係るものとして次の第４

号又は第５号の区分により計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又

は事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定

める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和７年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

という。）の初日から令和５年３月３１日までの期間（当該計画期

間の末日が同月３１日前である場合にあつては当該計画期間、当該

地区が同日前に半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた

場合にあつては当該計画期間の初日からその該当しないこととな

つた日までの期間、同月３１日前に同法第９条の７第１項の規定に

より当該認定産業振興促進計画に係る同法第９条の５第１項に規

定する認定が取り消された場合にあつては当該計画期間の初日か

らその取り消された日までの期間）（以下「指定期間」とい

う。）内に、半島振興法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６号）第

１条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」とい

う。）を新設し、又は増設した者に課する事業税で、次の第１号

から第３号までに掲げる年又は事業年度に係る所得金額のうち当

該新設し、又は増設した特別償却設備に係るものとして次の第４

号又は第５号の区分により計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又

は事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定

める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和５年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から令和７年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設

し、又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年

度に係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設

した設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業年度の区分

に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から令和５年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設

し、又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年

度に係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設

した設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業年度の区分

に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。
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けん

（愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例の一部改正）
けん

第３条 愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例（平成２０年愛媛県条例第４５

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第４条 愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（平成２５年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�～� 省略

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和７年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

�～� 省略

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和５年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

改 正 後 改 正 前

（不動産取得税の課税免除）

第２条 促進区域内において、法第４条第１項に規定する基本計画

の同条第６項の規定による同意（当該同意が令和７年３月３１日ま

でに行われたものに限る。）の日から同月３１日までに、法第２５条
けん

に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽

引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６

条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）第

２条に規定する対象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供す

る部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はその

敷地である土地の取得（当該同意の日以後の取得に限り、かつ、

土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１年以

内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に

おける当該土地の取得に限る。）をした法第１４条第１項に規定す
けん

る承認地域経済牽引事業者に対しては、当該不動産の取得に対す

る不動産取得税を課税しない。

（不動産取得税の課税免除）

第２条 促進区域内において、法第４条第１項に規定する基本計画

の同条第６項の規定による同意（当該同意が令和５年３月３１日ま

でに行われたものに限る。）の日から同月３１日までに、法第２５条
けん

に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽

引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６

条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）第

２条に規定する対象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供す

る部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はその

敷地である土地の取得（当該同意の日以後の取得に限り、かつ、

土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１年以

内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に

おける当該土地の取得に限る。）をした法第１４条第１項に規定す
けん

る承認地域経済牽引事業者に対しては、当該不動産の取得に対す

る不動産取得税を課税しない。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定に

より離島振興対策実施地域として指定された地域

における県税の特別措置について

は、この条例の定めるところによる。

（事業税の課税免除）

第２条 離島振興法第４条第１項の離島振興計画に記載された同条

第４項第１号の産業の振興を促進する区域（以下「産業振興促進

区域」という。）内において、同法 第２条第２項の規定に

よる公示の日（その日が平成２５年４月１日前である場合には、同

日。以下「公示日」という。）から令和７年３月３１日までの期間

（以下「指定期間」という。）内に、租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第１２条第４項の表の第３号又は第４５条第３項の表の

第３号の規定の適用を受ける設備（離島振興法第２０条の地方税の

課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める

省令（平成５年自治省令第１号。以下「省令」という。）第２条

（趣旨）

第１条 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定に

より離島振興対策実施地域として指定された地域（以下「離島振

興対策実施地域」という。）における県税の特別措置について

は、この条例の定めるところによる。

（事業税の課税免除）

第２条 離島振興対策実施地域内

において、離島振興法第２条第２項の規定に

よる公示の日（その日が平成２５年４月１日前である場合には、同

日。以下「公示日」という。）から令和５年３月３１日までの期間

（以下「指定期間」という。）内に、租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第１２条第４項の表の第３号又は第４５条第３項の表の

第３号の規定の適用を受ける設備（離島振興法第２０条の地方税の

課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める

省令（平成５年自治省令第１号。以下「省令」という。）第２条
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の規定、第２条の規定による改正後の
けん

愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例の規定、第３条の規定による改正後の愛媛県地域経済牽引事業の
けん

促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例（以下「新地域経済牽引事業促進県税特別措置条例」とい

う。）の規定及び第４条の規定による改正後の愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（以下「新離島振興対

策実施地域県税特別措置条例」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用する。

（経過措置）

３ 新離島振興対策実施地域県税特別措置条例第２条第１項及び第４条の規定は、令和５年４月１日以後に新設され、又は増設される施設

又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

４ 第１条の規定による改正後の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第４条の規定、第２条の規定による改
けん

正後の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例第４条の規定、新地域経済牽引事業促進県税特別措置条例

第３条の規定又は新離島振興対策実施地域県税特別措置条例第５条の規定による申告期限が、この条例の施行の日から起算して２０日を経

過する日までに到来するものにあっては、これらの規定にかかわらず、同日を申告期限とする。

�愛媛県条例第２３号
災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

災害派遣手当の支給に関する条例（昭和３８年愛媛県条例第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１号イに規定する特別償却設備に限る。以下「特別償却設備」

という。）を新設し、又は増設した者に対して課する事業税の課

税標準の算定については、当該特別償却設備を事業の用に供した

日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める算式によって

計算した額を控除する。

�・� 省略

２～４ 省略

第３条 産業振興促進区域内 において畜産業、水産業又は薪炭

製造業（省令第２条第１号イに規定する過疎地区内において営む

畜産業又は水産業を除く。）を行う個人でその者又はその同居の

親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの

事業の当該年における延べ労働日数の３分の１を超え、かつ、２

分の１以下であるものに対しては、公示日の属する年以後の各年

の当該事業の所得を課税標準とする事業税を課税しない。

２ 省略

（不動産取得税の課税免除）

第４条 産業振興促進区域内 において指定期間内に新設し、又

は増設された特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の

取得（公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、

その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に

限る。）をした者に対しては、当該不動産の取得に対する不動産

取得税を課税しない。

第１号イに規定する特別償却設備に限る。以下「特別償却設備」

という。）を新設し、又は増設した者に対して課する事業税の課

税標準の算定については、当該特別償却設備を事業の用に供した

日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める算式によって

計算した額を控除する。

�・� 省略

２～４ 省略

第３条 離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業又は薪炭

製造業

を行う個人でその者又はその同居の

親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの

事業の当該年における延べ労働日数の３分の１を超え、かつ、２

分の１以下であるものに対しては、公示日の属する年以後の各年

の当該事業の所得を課税標準とする事業税を課税しない。

２ 省略

（不動産取得税の課税免除）

第４条 離島振興対策実施地域内において指定期間内に新設し、又

は増設された特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の

取得（公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、

その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とす

る当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に

限る。）をした者に対しては、当該不動産の取得に対する不動産

取得税を課税しない。

改 正 後 改 正 前

（災害派遣手当の支給）

第１条 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条第１項

（災害派遣手当の支給）

第１条 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条第１項
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附 則

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律（令和５年法律第１４号）の施行の日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２５号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２６条の８において準用する

場合を含む。以下同じ。）及び大規模災害からの復興に関する法

律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員（以下

「派遣職員」という。）に対し、この条例の定めるところにより

災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエ

ンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）を支給する。

（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成１６年法律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条 において準用する

場合を含む。以下同じ。）及び大規模災害からの復興に関する法

律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員（以下

「派遣職員」という。）に対し、この条例の定めるところにより

災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ

等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。）を支給する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～１７の２ 省略 １～１７の２ 省略

１８ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下この

項において「法」という。）及び法の施行のた

めの規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

（第１号から第１号の３まで及び第４号の事務

については、生活保護法施行規則（昭和２５年厚

生省令第２１号。以下この項において「省令」と

いう。）第１０条第６項に規定する地方厚生局等

を経由する申請又は届出に関するものを除

く。）

�～�の２ 省略

� 省令第１４条第４項

の規定に基づく処分を受

けた旨の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

� 省令第１５条第１項の規定に基づく指定辞退

の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知

事への送付に関する事務

各市（中

核市を除

く。）

１８ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下この

項において「法」という。）及び法の施行のた

めの規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～�の２ 省略

� 生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第

２１号。以 下 こ の 項 に お い て「省 令」と い

う。）第１４条第３項の規定に基づく処分を受

けた旨の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

� 省令第１５条 の規定に基づく指定辞退

の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知

事への送付に関する事務

各市（中

核市を除

く。）

１９～６２ 省略 １９～６２ 省略
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例（平成１８年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２６号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２７号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件）

第３条 法第３条第１項の条例で定める要件は、同条第２項各号に

掲げる基準及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき

内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関

する基準 （平成２６年７月内閣府・文部科学省・厚

生労働省告示第２号。以下「基準告示」という。）（基準告示の

改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。）に定める

基準に適合することとする。

２ 省略

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件）

第３条 法第３条第１項の条例で定める要件は、同条第２項各号に

掲げる基準及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき

内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設

備及び運営に関する基準（平成２６年７月内閣府・文部科学省・厚

生労働省告示第２号。以下「基準告示」という。）（基準告示の

改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。）に定める

基準に適合することとする。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７３ 省略 １～７３ 省略

７４ 削除 ７４ 租税特別措置法施行令第２０条の

２第１３項又は第３８条の４第２２項に

規定する要件に該当する事業であ

ることについての認定の申請に対

する審査

特定の民間

再開発事業

認定申請手

数料

３３，０００円

７５～１０２ 省略 ７５～１０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略
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２０

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～３９ 省略 １～３９ 省略

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

�～� 省略

� 同項第１５号又は第１６号に掲

げる講習 講習１時間につき

２，０００円

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

�～� 省略

� 同項第１５号 に掲

げる講習 講習１時間につき

２，０００円

４１～６４ 省略 ４１～６４ 省略

備考 省略 備考 省略

令和５年７月１４日 発行


